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本市の目指すまちの将来像の実現に向け，４つの目標「都市機能の強化と公共交通ネットワ

ークの形成を実現する都市づくり」「安定した産業基盤と豊かな住環境の形成を目指す都市づく

り」「災害に強く，安全に安心して暮らすことのできる都市づくり」「地域力の向上のもと，み

んなで進める協働の都市づくり」を掲げ，分野別の方針を定めました。 

ここでは，まちづくりの実現に向けた基本的な考え方を，都市計画マスタープランの意義を

踏まえながら整理します。                                            
6 

６-１ 考え方と取り組み方針 
「協働のまちづくり」に関する基本的な考え方 

都市計画マスタープランによって，市民，事業者及び行政が，目指すまちの将来像を共有

することで，各主体の円滑な合意形成のもとで具体的な方策を進めることを促します。 

本市では，市民，事業者及び行政が，それぞれの役割を担い，知恵や力を出し合ってまち

づくりに取り組む「協働のまちづくり」を目指します。 

「協働のまちづくり」では，多様な主体・世代が，お互いの立場を理解しながら，同じ目

標の実現に向けて，自らが主体的に取り組むことが必要となります。自らがまちづくりの当

事者であるという意識の醸成を促しながら，持続可能な良好で賑わいのあるまちづくりを

目指します。 

「目指すまちの将来像の実現」に関する基本的な考え方 

都市計画マスタープランは，市が定める最上位計画である総合計画（まちづくり基本構

想）を実現するための都市計画分野の計画であり，目指すまちの将来像は，概ね 20 年後の

将来を見据えたものとなります。 

本市では，本計画に基づき，都市計画制度※を積極的に活用するとともに，産業，環境，

福祉等の他の分野との連携等，庁内外の連携を強め，まちの将来像の実現を目指します。 

※都市計画制度 

 わが国では，「都市計画法」により，まちづくりのルールが定められています。「都市計画法」は，

都市計画の内容及びその決定手続き，都市計画制限，都市計画事業その他都市計画に関して必要な

事項を定めることで，都市の健全な発展と秩序ある整備を図り，それによって国土の均衡ある発展

と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。 

 都市計画の土地利用計画は，住宅，店舗，事務所，工場など，競合するさまざまな土地利用を秩

序立て，効率的な都市活動の増進，優れた環境の保護，特色ある街並みの形成などを目的とした

「まちづくりのルール」となります。 
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「施策の推進」に関する基本的な考え方 

都市計画マスタープランは，目指すまちの将来像を実現するための都市計画の決定や変

更の方針等を示した計画であり，都市計画行政の行動指針となります。 

本計画に基づき，都市全体として総合的かつ一体的なまちづくりを進めるために，的確な

施策の推進を目指すとともに，時代の変化にも柔軟に対応※し，適正な進行管理，適切な施

策判断の実施を目指します。 

※時代の変化への対応 

都市計画マスタープランは，市の現時点での実情を踏まえ，将来にわたる計画を示すものであ

り，今後の時代の変化等によっては，実情に適合しなくなる可能性があります。 

このため，社会経済情勢の変化や総合計画等の上位計画の見直し，今後新たに作成される計画と

の整合を見極めながら，必要に応じて計画内容を変更するなど，常に市の実情に即した計画となる

ように配慮します。 

職員ワークショップの様子 

まちづくりワークショップの様子 
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より良いまちづくりを実現するためには，行政による主体的な取り組みに加え，市民及び事

業者を含めた協働の取り組みが不可欠といえます。また，社会情勢や上位・関連計画の変化に

対して，適切に整合を図る必要があります。以下に，「協働のまちづくり」「目指すまちの将来

像の実現」「施策の推進」に関する取り組みについて示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民，地元組織等の役割 

市民には，まちづくりの主役として，特に，地域に密着したまちづくりの取り組みへの主体

的な参画を促します。 

自治会やまちづくり協議会等の地域内組織，NPO 等の地元組織が主体となった，世代間の垣

根を越えた地域ぐるみのまちづくり活動等の取り組みを継続していくことが，望ましい姿とな

ります。 

●事業者（経済団体，民間企業等）の役割 

経済団体には，地域産業の課題やその解決策の提案と，それを踏まえた行政機関との連携，

民間企業との連携等の取り組みを促します。 

民間企業には，社会経済情勢や地域特性，市民ニーズの把握のほか，創造力と豊かなアイデ

アやノウハウ，情報力，時代にあった民間の経営感覚を活かした新たな施策への取り組みを促

します。 

取り組みの推進にあたっては，周囲に及ぼす影響に配慮しながら，行政や市民との協力体制

の構築，事業者間の連携等を進めます。 

●行政の役割 

行政は，全市的なまちづくりにおいて主導的な役割を担う一方，地域のまちづくりにおいて

は，市民や事業者の活動に対する支援の役割を担います。 

まちづくりにおける行政の役割を推進するため，行政内における連携体制，市民や事業者へ

の支援体制を強化します。 

 

 

 

６-２ 実現に向けた取り組み 
「協働のまちづくり」に関する取り組み 

協働のまちづくりにあたっては，「共通の目標・目的を持つこと」「自主性を尊重するこ

と」「立場の違いを認め，理解し合うこと」「役割分担を明確にすること」が必要です。お互

いの立場を理解しつつ，同じ目標の実現に向けて，各々が自ら主体的に取り組むことが求め

られています。住民主体のまちづくり活動等を支援し，地域特性を活かしたまちづくりを推

進します。 
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●庁内連携体制の強化 

都市計画の施策は，産業，観光，教育，文化，福祉，環境，防災等の様々な分野に密接な関

わりがあります。例えば，都市計画道路の整備については，産業振興，交流機会の創出，防災

基盤の充実等に効果がある一方，周辺の自然環境や住環境，埋蔵文化財等にも配慮する必要が

あります。 

そのため，都市計画に関わる施策の適切な実施に向けて，幅広い部門との連携が行えるよう

に，庁内連携体制の強化に努めます。 

●関係機関への働きかけ 

都市計画決定権限の市町村への移譲拡大等，都市計画の地方分権が進められています。しか

し，これまでに国や県等に蓄積された情報や経験を踏まえた，より適切な施策の展開が必要で

あり，これからも，国や県等の関係機関に対する協力要請等の働きかけを行います。 

今後，限られた財源の中で効率的な都市運営を行っていく必要がある中で，国や県等が主体

的に進めるべき広域的な調整が必要な都市計画については，市民の意向を踏まえながら，適切

な要望等の働きかけを行います。 

●的確な施策と財源確保 

本市では，厳しい財政状況に配慮した効率的な予算配分を行うことが求められています。目指

すまちの将来像の実現に向け，選択と集中による優先性や，効果を見極めた的確な施策の実施に

努めます。また，公共施設等総合管理計画に基づく既存施設の有効活用や，民間活力の活用等も

検討するとともに，国や県の交付金制度等の活用についても検討しながら進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「目指すまちの将来像の実現」に関する取り組み 

目指すまちの将来像の実現に向け，限られた財源の中で，市民及び来訪者の各々のニーズ

や施策実施による効果を見極めた，的確な取り組みに努めます。また，行政による推進体制

の構築や財源の確保に関して，効果的・効率的な取り組みを進めます。 

「施策の推進」に関する取り組み 

より良いまちづくりを実現するためには，施策の評価を今後の施策に反映させることが

重要です。まちづくりにおいては，計画（Plan）を，実行（Do）に移し，その結果や成果

を点検・評価し（Check），改善し（Act），次の計画（Plan）へとつなげていく，計画の進

行管理の仕組み（PDCA サイクル）をつくり，遂行していくこととします。 
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●PDCA サイクルの実施 

都市計画は，短期的にその効果が現れるものもありますが，一方では，長い時間をかけて取

り組む必要があるものもあり，その間に社会情勢等が変化する可能性があります。 

このため，施策ごとに所管部署を設定し，年度ごとに施策の実行の報告，実行環境の改善を

行うなど，目標を実現していく過程で適正に進行管理し，進捗状況を明らかにします。 

さらに，社会経済情勢の変化や上位関連計画との整合を図るため，必要に応じて，見直しを

含む適切な施策判断をするなど，PDCA サイクルを実施し，目指すまちづくりの目標の実現に

向けて着実に遂行します。           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 PDCA サイクル 



さかえ公園

蛇喰磐 亀居公園

ひな流し

東栄港湾緑地内「探知講堂」モニュメント
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より良いまちづくりの実現に向け，分野別の方針で定めた主な施策について，整備方針図として示します。 

６-３ 整備方針図 


